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１
月
１
日
現
在
、
本
市
に
お
住
ま
い
の
方
で
、

所
得
が
あ
っ
た
方
は
、
原
則
申
告
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
申
告
不
要
で
す
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

②
給
与
所
得
者
で
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
給
与
所
得
以
外

に
所
得
の
な
い
方

③
合
計
所
得
金
額
が
28
万
円
以
下
の
方

※
所
得
の
な
い
方
や
③
に
該
当
す
る
方
で
も
、

税
務
関
係
証
明
書
が
必
要
と
な
る
場
合
や
、

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
軽
減
を
受
け
る
場
合
に
は
、
申
告
を
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
次
の
よ
う
な
所
得
税
の
確
定
申
告
の
内
容

に
よ
っ
て
は
、
市
の
申
告
相
談
で
受
け
付
け

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、

行
田
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
株
式
な
ど
の
譲
渡
に
関
す
る
申
告

・
繰
越
損
失
の
申
告

・
青
色
申
告

・
先
物
取
引
に
関
す
る
申
告

・
過
年
度
分
の
申
告

・
平
成
22
年
中
に
死
亡
さ
れ
た
方
の
申
告
な
ど

①
印
鑑

②
平
成
22
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
収
支
計
算

　

の
分
か
る
書
類

③
会
社
な
ど
に
お
勤
め
の
方
は
、
源
泉
徴
収
票

　

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

平成23年度   市民税・県民税申告相談開催日程

２月 9日
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西新町、壱里山町、清水町、門井町1丁目、深水町、押上町

門井町2・3丁目、棚田町1・2・3丁目

持田1・2・3・4・5丁目

大字持田、前谷、駒形1・2丁目

藤原町1・2・3丁目、若小玉、藤間

下須戸、小針、関根、真名板

須加、下中条

北河原、酒巻

桜町1・2・3丁目、富士見町1・2丁目

大字長野、長野1・2・3・4・5丁目

大字佐間、佐間1・2・3丁目

旭町、向町、緑町、下忍、堤根、樋上

全　地　区

埼玉

野、渡柳、利田

谷郷1・2・3丁目

大字谷郷、栄町、斎条、和田

上池守、下池守、皿尾、中里、小敷田

荒木、小見、白川戸

犬塚、馬見塚、中江袋

南河原

大字忍、忍1・2丁目、本丸、矢場1・2丁目、行田、宮本、中央

城西1・2・3・4・5丁目、天満、城南

全　地　区　

太井公民館

持田公民館

太田公民館

総合福祉会館
「やすらぎの里」

長野公民館

中央公民館

　

埼玉公民館

　
 2階研修室

荒木公民館

南河原公民館

商工センター

・ 総合福祉会館「やすらぎの里」およびグリーンアリーナは、平成２３年度から新規の会場
  となりますので、ご注意ください。
・ 市役所税務課窓口での申告相談は受け付けていません。
・ 各地区会場で都合のつかない方は、他の会場でも受け付けできます。
・ 申告内容によっては、税務署に相談していただく場合があります。

（受付時間：午前９時30分～午後４時）

期　日 会　場 地　　　　　　　区

（「みらい」内）

「グリーンアリーナ」

　市民税・県民税の申告は、前年１年間の所得に対する税額を適正に算出するための課税資料として、
申告書の提出をしていただくものです。また、所得税の確定申告も併せて受け付けられますので、日
程および会場を確認のうえ、ご利用ください。

～２月9日（水）から３月15日（火）まで市内11会場で実施します～～２月9日（水）から３月15日（火）まで市内11会場で実施します～～２月9日（水）から３月15日（火）まで市内11会場で実施します～

市民税・県民税、所得税申告相談市民税・県民税、所得税申告相談市民税・県民税、所得税申告相談

　

  

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

　

申
告
相
談
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の


